
 
 
 

福
岡
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
の
制
定
に
つ
い
て 

 

福
岡
県
税
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
年
福
岡
県
規
則
第
十
八
号
）
新
旧
対
照
表 

改 

正 

案 

現 
 
 

行 

（
公
示
送
達
書
） 

第
三
十
二
条
の
三 
法
第
二
十
条
の
二
に
規
定
す
る
公
示
送
達

は
、
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
公
示
事
項
を
施
行
規
則
第
一

条
の
八
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
不
特
定
多
数
の
者
が
閲
覧
す

る
こ
と
が
で
き
る
状
態
に
置
く
措
置
を
と
る
と
と
も
に
、
第

六
十
二
号
の
三
様
式
に
よ
る
公
示
送
達
書
を
掲
示
場
に
掲
示

し
、
又
は
電
子
計
算
機
の
映
像
面
に
表
示
し
た
も
の
の
閲
覧

を
す
る
こ
と
が
で
き
る
状
態
に
置
く
措
置
を
と
る
こ
と
に
よ

つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。 

 

（
土
地
改
良
区
の
換
地
の
取
得
に
対
し
て
課
す
る
不
動
産
取

得
税
の
納
税
義
務
の
免
除
等
の
手
続
） 

第
四
十
六
条
の
七 

略 

２ 

条
例
第
二
十
条
の
三
十
五
の
七
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す

る
条
例
第
二
十
条
の
三
十
三
第
二
項
の
申
告
書
は
、
第
八
十

号
の
二
様
式
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３
・
４ 

略 

 

（
贈
与
に
よ
り
農
地
、
採
草
放
牧
地
及
び
準
農
地
を
取
得
し

た
場
合
の
不
動
産
取
得
税
の
徴
収
猶
予
の
手
続
） 

第
四
十
八
条
の
二 

略 

２
～
17 

略 

18 

施
行
令
附
則
第
十
条
第
十
四
項
の
届
出
書
は
、
第
八
十

三
号
の
十
八
様
式
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
公
示
送
達
書
） 

第
三
十
二
条
の
三 

法
第
二
十
条
の
二
に
規
定
す
る
公
示
送
達

は
、
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
公
示
事
項
を
施
行
規
則
第
一

条
の
八
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
不
特
定
多
数
の
者
が
閲
覧
す

る
こ
と
が
で
き
る
状
態
に
置
く
措
置
を
と
る
と
と
も
に
、
第

六
十
二
号
の
三
様
式
に
よ
る
公
示
送
達
書
を
掲
示
場
に
掲
示

し
て
行
な
う
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ

あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ

あ
あ
あ
あ
も
の
と
す
る
。 

 

（
土
地
改
良
区
の
換
地
の
取
得
に
対
し
て
課
す
る
不
動
産
取

得
税
の
納
税
義
務
の
免
除
等
の
手
続
） 

第
四
十
六
条
の
七 

略 
２ 
条
例
第
二
十
条
の
三
十
五
の
七
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す

る
条
例
第
二
十
条
の
三
十
五
の
四
第
二
項
の
申
告
書
は
、
第

八
十
号
の
二
様
式
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３
・
４ 

略 

 

（
贈
与
に
よ
り
農
地
、
採
草
放
牧
地
及
び
準
農
地
を
取
得
し

た
場
合
の
不
動
産
取
得
税
の
徴
収
猶
予
の
手
続
） 

第
四
十
八
条
の
二 

略 

２
～
17 

略 

18 

施
行
令
附
則
第
十
条
第
十
六
項
の
届
出
書
は
、
第
八
十

三
号
の
十
八
様
式
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 
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